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１
月
か
ら
一
部
改
正

高
額
療
養
費
制
度

　□市
保
険
年
金
課

　

平
成
27
年
１
月
か
ら
、
70
歳
未

満
の
人
が
健
康
保
険
を
利
用
し
て

医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き
の
自

己
負
担
限
度
額
が
下
表
の
と
お
り

に
な
り
ま
す
。
70
歳
以
上
の
人
の

限
度
額
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
高
額
療
養
費
制
度
と
は

　

医
療
機
関
で
支
払
っ
た
健
康
保

険
が
適
用
さ
れ
る
医
療
費
が
、
定

め
ら
れ
た
限
度
額
（
自
己
負
担
限
度

額
）
を
越
え
た
場
合
、
申
請
す
る

こ
と
で
健
康
保
険
か
ら
払
い
戻
し

を
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。
ま
た
、

申
請
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
限
度
額

認
定
証
（
以
下
、「
認
定
証
」）
を
提

示
し
た
場
合
、
医
療
機
関
で
支
払

う
自
己
負
担
額
を
限
度
額
ま
で
に

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
加
入
し
て
い
る
健

康
保
険
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

70
歳
未
満
の
人

　

現
在
、
交
付
さ
れ
て
い
る
認
定

証
は
、
有
効
期
限
が
平
成
26
年
12

月
31
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
、

制
度
改
正
に
対
応
し
た
新
し
い
認

定
証
（
有
効
期
限
は
平
成
27
年
７
月
31

日
）
を
12
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

平
成
27
年
度

入
札
参
加
申
請
の
受
付

口市
契
約
監
理
室

　

平
成
27
年
度
に
彦
根
市
が
発
注

す
る
「
物
品
供
給
等
」「
そ
の
他
委

託
等
業
務
」「
測
量
・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
等
業
務
」「
建
設
工
事
」

の
入
札
な
ど
に
参
加
を
希
望
す
る

人
を
対
象
に
、
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
の
受
付
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

受
付
期
間　

次
の
各
期
間
内
の

月
・
火
・
水
曜
日

▼
物
品
供
給
等　

平
成
27
年
１
月

13
日
㈫
、
同
14
日
㈬

対
象　

新
規
申
請
（
追
加
分
）

の
み
。
中
間
年
の
た
め
、
平

成
26
年
度
に
登
録
し
た
人
は
、

今
回
の
申
請
は
不
要
で
す
。

▼
そ
の
他
委
託
等
業
務　

平
成
27

年
１
月
19
日
㈪
〜
同
27
日
㈫

対
象　

更
新
年
の
た
め
、
登
録

を
希
望
す
る
全
て
の
人
の
申

請
が
必
要
で
す
。

▼
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

等
業
務　

平
成
27
年
１
月
28
日

　

㈬
〜
２
月
4
日
㈬

対
象　
「
そ
の
他
委
託
等
業
務
」

と
同
じ　
　

▼
建
設
工
事　

平
成
27
年
２
月
９

　

日
㈪
〜
同
25
日
㈬

対
象　
「
そ
の
他
委
託
等
業
務
」

と
同
じ　

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
同
11
時

30
分
、
午
後
１
時
〜
同
４
時

受
付
場
所　

契
約
監
理
室（
市
役

所
別
館
２
階
）

申
請
書
な
ど
の
交
付
場
所
・
開
始
日

契
約
監
理
室
の
窓
口　

平
成
27

年
１
月
６
日
㈫

※
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

注
意
事
項　

受
付
期
間
内
に
申
請

が
な
い
場
合
は
、
平
成
27
年
度

の
入
札
参
加
資
格
が
得
ら
れ
ま

せ
ん
。
資
格
の
期
限
切
れ
に
伴

う
通
知
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法　

市
内
・
準
市
内
業
者

は
、

契
約
監
理
室
に
書
類
を

持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

市
外
業
者
（
県
内
・
県
外
業
者
）

は
、
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
　

受
付
期
限
は
、
各
受
付
期
間

の
最
終
日
（
当
日
消
印
有
効
）。

問
い
合
わ
せ
先　

契
約
監
理
室

（
〒
５
２
２-

８
５
０
１　

元
町
４-

２
）
☎
30-

６
１
１
０
番
、Ｆ
Ａ

Ｘ
22-

１
３
９
７
番

意
見
公
募
手
続
制
度

意
見
公
募
手
続
制
度

ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

美
し
い
ひ
こ
ね
創
造
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
素
案
）

彦
根
市
屋
外
広
告
物
条
例

（
素
案
）

　
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意

見
な
ど
は
、
意
見
に
対
す
る

彦
根
市
の
考
え
方
と
と
も
に

整
理
し
た
う
え
で
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表

し
ま
す
。

　
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意

見
に
対
し
て
、
個
別
に
回
答

は
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

提
出
方
法

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
室
に
直
接

お
持
ち
い
た
だ
く
か
、郵
送
、Ｆ

Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

ま
ち
づ
く
り
推
進
室
（
〒
５

２
２-

８
５
０
１　

元
町
４-

２
）

☎
30-

６
１
１
７
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番
、
Ｅ
メ
ー

ル　

m
achizukuri@

m
a.city.

hikone.shiga.jp

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
健
康
増

進
活
動
な
ど
の
ひ
こ
ね
の
ま
ち
を

美
し
く
す
る
活
動
を
し
た
人
に
対

し
、
地
域
通
貨
の
「
彦
」
を
渡
す

美
し
い
ひ
こ
ね
創
造
事
業
も
９
年

目
を
迎
え
、
年
々
、
参
加
登
録
者

が
増
加
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
個
人
の
登
録
手
続
き
の

見
直
し
と
活
動
実
態
に
見
合
っ
た

事
業
規
模
へ
の
修
正
の
た
め
、
①

登
録
時
に
交
付
し
て
い
る
登
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
参
加
登

録
証
の
廃
止
、
②
活
動
報
告
の
な

い
登
録
者
を
抹
消
す
る
規
定
の
追

加
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

素
案
の
公
開
場
所

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
室
（
市
役

所
１
階
）、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

（
同
）、
支
所
、
各
出
張
所
、
彦

根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
な
ど
の
提
出
期
限　

　

平
成
27
年
１
月
13
日
㈫

屋
外
広
告
物
は
、
店
舗
や
商
品

な
ど
の
身
近
な
情
報
手
段
と
し
て

広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
無
秩
序
に
広
告
物
が
乱
立
し

た
り
、
派
手
な
色
彩
の
広
告
物
が

設
置
さ
れ
た
り
す
る
と
景
観
が
阻

害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

彦
根
市
で
は
、
歴
史
あ
る
ま
ち

な
み
や
美
し
い
景
観
を
守
っ
て
い

く
た
め
に
、
県
条
例
か
ら
市
独
自

の
屋
外
広
告
物
条
例
の
制
定
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

素
案
の
公
開
場
所

　

都
市
計
画
課
景
観
・
ま
ち
な

み
保
全
室
（
市
役
所
２
階
）、情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
（
同
１
階
）、
支

所
、
各
出
張
所
、
彦
根
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

意
見
な
ど
の
提
出
期
限　

　

平
成
27
年
１
月
14
日
㈬

提
出
方
法

　

都
市
計
画
課
景
観
・
ま
ち
な

み
保
全
室
に
直
接
お
持
ち
い
た

だ
く
か
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ

メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

都
市
計
画
課
景
観
・
ま
ち
な

み
保
全
室
（
〒
５
２
２-

８
５
０
１　

元
町
４-

２
）
☎
30-

６
１
２
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
１
７
番
、

Ｅ
メ
ー
ル　

toshikeikaku@
m

a.city.hikone.shiga.jp

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課

☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

21-

２
２
２
０
番

平
成
25
年
度

経
営
改
革
の
取
り
組
み

口市
企
画
課

　

彦
根
市
は
、「
持
続
可
能
な
財
政

基
盤
の
確
立
に
向
け
た
今
後
の
取

組
方
針
」
に
基
づ
き
、「
財
政
運
営

の
健
全
化
」、「
歳
入
確
保
策
の
積

極
的
な
展
開
」、「
効
率
的
・
効
果

的
な
行
政
体
制
の
整
備
」
を
三
本

柱
に
「
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の

確
立
」
を
最
重
要
課
題
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
の
主
な
も
の
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

彦
根
市
土
地
開
発
公
社
の
解
散

　
「
彦
根
市
土
地
開
発
公
社
解
散

プ
ラ
ン
」（
平
成
25
年
１
月
策
定
）
に

沿
っ
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革

推
進
債
を
活
用
し
、
公
社
が
抱
え

て
い
た
債
務
の
代
位
弁
済
を
行
い

公
社
を
解
散
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
金
融
機
関
へ
の
支
払

利
息
を
削
減
し
ま
し
た
。

広
告
モ
ニ
タ
ー
付
き
窓
口
案
内
シ

ス
テ
ム
の
無
償
提
供
と
広
告
収
入

の
確
保

　

広
告
モ
ニ
タ
ー
付
き
窓
口
案
内

シ
ス
テ
ム
の
無
償
提
供
を
受
け
、

従
来
の
リ
ー
ス
料
な
ど
の
経
費
を

削
減
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
広

告
料
収
入
を
確
保
し
ま
し
た
。

幼
稚
園
業
務
を
福
祉
保
健
部
に
移
管

　

就
学
前
の
入
園
申
込
手
続
き
や
、

保
育
に
関
す
る
情
報
提
供
の
窓
口

を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
幼

稚
園
業
務
と
保
育
園
業
務
の
窓
口

を
「
子
育
て
支
援
課
」
に
一
本
化

し
ま
し
た
。

未
収
金
対
策
の
強
化

　

彦
根
市
債
権
管
理
条
例
を
制
定

し
、
市
が
保
有
す
る
債
権
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
適
正
な
管

理
に
努
め
ま
し
た
。

民
間
活
力
の
活
用

　

在
宅
支
援
セ
ン
タ
ー
に
代
わ
り
、

サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
と
事
業
の
効
率

化
を
図
る
た
め
彦
根
市
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
業
務
を
民
間
に
委

託
し
ま
し
た
。

　

ま
た
市
立
保
育
園
の
一
園
で
、

給
食
調
理
業
務
を
民
間
に
委
託
し

ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課
☎

30-

６
１
０
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

※一医療機関につき、21,000円未満の自己負担は高額療養費の対象になりません。
　（外来と入院、医科と歯科はそれぞれ別の扱いになります）
※区分は毎年8月に前年の所得に応じて見直されます。
※表中の「所得」は、総所得金額等から33万円を引いたものです。
※多数該当は、過去12か月以内に同じ世帯で、４回以上の高額療養費の該当があったことをいいます。

70歳未満の人の自己負担限度額（月の1日から月末まで）
▶平成27年1月から

150,000円＋（総医療費－
500,000）×1%
【多数該当の場合
　83,400円】

A 600万円超

  35,400円
【多数該当の場合
　24,600円】

C 住民税非課税世帯

  80,100円＋（総医療費－
267,000）×1%
【多数該当の場合
　44,400円】

B 600万円以下

区分 所得要件 自己負担限度額

▶平成26年12月まで

252,600円
＋（総医療費－842,000）×1%
【多数該当の場合　140,100円】

ア 901万円超

167,400円
＋（総医療費－558,000）×1%
【多数該当の場合　  93,000円】

イ 600万円超
901万円以下

  35,400円
【多数該当の場合　  24,600円】オ 住民税非課税世帯

  80,100円
＋（総医療費－267,000）×1%
【多数該当の場合　  44,400円】

ウ 210万円超
600万円以下

  57,600円
【多数該当の場合　  44,400円】エ 210万円以下

（住民税非課税世帯を除く）

区分 所得要件 自己負担限度額


